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用地調査等業務共通仕様書中「別記９ 機械設備調査算定要領」 新旧対照表 

 

（新） （旧） 

  

第１条から第７条まで 略 第１条から第７条まで 略 

  

 第８条 機械設備の復元費及び再築費は、次に掲げる式により算定した額とする。 

一及び二 略 

２ 機械設備の現在価額（再調達価格に現価率を乗じて算定する。）と運用益損失

額との合計額は、再調達価格に次式による再築補償率（小数点以下第四位を四捨

五入した数値とする。）を乗じて算定するものとする。 

 

  式 略 

 

一 経過年数 

既存の機器等、電気設備及び配管設備等の購入（新品としての購入とす

る。）から補償額算定の時期までの経過年数をいい、固定資産台帳等の取得

年月等から認定するものとする。 

二 標準耐用年数 

機器等、電気設備及び配管設備等の標準耐用年数は、別表－１の機械設備

標準耐用年数表を適用して求めるものとする。 

ただし、機械設備標準耐用年数表によることが適当でないと認められる場

合は、専門メーカー等からの意見聴取等、その他適切な方法により、その機

器等、電気設備及び配管設備等のもつ実態的耐用年数を定めることができる

ものとする。 

 第８条 機械設備の復元費及び再築費は、次に掲げる式により算定した額とする。 

一及び二 略 

２ 機械設備の現在価額（再調達価格に現価率を乗じて算定する。）と運用益損失

額との合計額は、再調達価格に次式による再築補償率（小数点以下第四位を四捨

五入した数値とする。）を乗じて算定するものとする。 

 

  式 略 

 

一 経過年数 

既存の機器等、電気設備及び配管設備等の購入（新品としての購入とす

る。）から補償額算定の時期までの経過年数をいい、固定資産台帳等の取得

年月等から認定するものとする。 

二 標準耐用年数 

機器等、電気設備及び配管設備等の標準耐用年数は、別表－１の機械設備

等標準耐用年数表を適用して求めるものとする。 

ただし、機械設備等標準耐用年数表によることが適当でないと認められる

場合は、専門メーカー等からの意見聴取等、その他適切な方法により、その

機器等、電気設備及び配管設備等のもつ実態的耐用年数を定めることができ

るものとする。 

  

第９条から第１２条まで 略 第９条から第１２条まで 略 

  

  

  

別添１及び別添２ 略 別添１及び別添２ 略 
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別表１  

 機械設備標準耐用年数表 

 

別表１  

機械設備等標準耐用年数表      単位：年 
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別表２及び別表３ 略 別表２及び別表３ 略 

  

  

  

様式第１－①から様式第８まで 略 様式第１－①から様式第８まで 略 
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（参考）補償方法判定フローチャート 略 （参考）補償方法判定フローチャート 略 

 

 

 

 


